
名古屋市上下水道局管理規程第１号 

 

名古屋市上下水道局公有財産規程（平成12年名古屋市上下水道局管理規程第

49号）の一部を次のように改正する。 

 

令和８年１月13日 

 

名古屋市上下水道局長  酒  井  雄  一  

                                    

 別表を次のように改める。 

別表（第12条関係） 

種別 単位 使用料 

市内

地 

市外

地 

第１種電柱並びにその支柱、支線柱及び

支線類 

１本につき１月 192 83 

第２種電柱並びにその支柱、支線柱及び

支線類 

292 125 

第３種電柱並びにその支柱、支線柱及び

支線類 

392 167 

第１種電話柱並びにその支柱、支線柱及

び支線類 

175 73 

第２種電話柱並びにその支柱、支線柱及

び支線類 

275 117 

第３種電話柱並びにその支柱、支線柱及

び支線類 

383 158 

その他の柱類 360 240 

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートルに

つき１年 

20 ９ 

地下電線その他地下に設ける線類 18 ５ 

変圧塔及び公衆電話所 １個につき１月 225 150 



送電塔   １平方メートルに

つき１月 

217 150 

地下埋

設管 

外径が0.07メートル未満のもの 長さ１メートルに

つき１月 

５ ３ 

外径が0.07メートル以上0.1メ

ートル未満のもの 

７ ４ 

外径が0.1メートル以上0.15メ

ートル未満のもの 

10 ７ 

外径が0.15メートル以上0.2メ

ートル未満のもの 

13 ９ 

外径が0.2メートル以上0.3メー

トル未満のもの 

20 13 

外径が0.3メートル以上0.4メー

トル未満のもの 

27 18 

外径が0.4メートル以上0.7メー

トル未満のもの 

46 31 

外径が0.7メートル以上１メー

トル未満のもの 

66 44 

外径が１メートル以上のもの 133 92 

鉄道、軌道及び簡易軌条 １平方メートルに

つき１月 

217 150 

標識   １本につき１月 133 117 

備考 

１ 金額の単位は、円とする。 

２ 第１種電柱とは電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同 

  じ。）のうち３条以下の電線（当該電柱を設置する者が設置するもの

に限る。以下この項において同じ。）を支持するものを、第２種電柱

とは電柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電柱と

は電柱のうち６条以上の電線を支持するものをいう。 

３ 第１種電話柱とは電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供する

電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。）のう



ち３条以下の電線（当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。

以下この項において同じ。）を支持するものを、第２種電話柱とは電

話柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電話柱とは

電話柱のうち６条以上の電線を支持するものをいう。 

４ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又 

は電話柱に設置する電線をいう。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、発布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正後の名古屋市上下水道局公有財産規程別表の規定は、

令和８年４月１日（以下「適用日」という。）以後の使用許可の期間に係る 

使用料について適用し、適用日前の使用許可の期間に係る使用料については、

なお従前の例による。 

３ 適用日以後の使用許可の期間に係る使用料のうち、使用許可の期間の開始 

日が適用日前であり、かつ、当該期間が１年以内であるものについては、前 

項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

 


